
過去１０年間の労務管理その他の労働に関する一般常識の出題傾向（択一式 平成２０年～平成２９年 ２５０肢） 

 労働 

契約法 

最低 

賃金法 

労働 

組合法 

育児 

介護休

業法 

社会 

保険労

務士法 

障害者 

雇用促

進法 

派遣法 男女雇

用機会

均等法 

雇用対

策法 

その他 労働経済・

白書ほか 

平成 29年 ⑤ ① ① ① ⑤     ② ⑩ 

平成 28年 ⑤  ② ① ⑤ ① ①    ⑩ 

平成 27年 ⑦    ⑤ ①  ①  ① ⑩ 

平成 26年 ⑤ ① ①     ① ① ① ⑮ 

平成 25年 ⑤  ⑤        ⑮ 

平成 24年 ⑤  ⑤        ⑮ 

平成 23年 ⑤  ⑤        ⑮ 

平成 22年 ⑤          ⑳ 

平成 21年 ① ④     ①   ④ ⑮ 

平成 20年    ①  ② ④ ④ ② ③ ⑨ 

合計 ㊸ ⑥ ⑲ ③ ⑮ ④ ⑥ ⑥ ③ ⑪ 134 

 1位 4位 2位  3位  4位 4位    

 

労働法規に関しては、「労働契約法」が最優先科目になります。（平成２２年以降、5肢 1問での出題。） 

続いて、「社会保険労務士法」です。本来は社一の科目ですが、ここ３年は、労一からの出題になっています。 

いずれにしても、「労働契約法」と「社会保険労務士法」は、択一式７０問中の２問としてほぼ確定です。 

その他の労働法規は、ここ３年の傾向で見ると５肢の中の１肢での出題になるので、基本事項を学習する程度で深追いは必要ありませ

ん。ただし、数字に関しては、必ず覚えておくことが必要です。 



［労働経済・白書ほか 134肢 出典］ 

 厚生労働

白書 

労働経済

白書 

就労条件

総合調査 

雇用動向

調査 

労働力 

調査 

労働組合

基礎調査 

男女共同

参画白書 

若年者 

雇用動向

調査 

その他 労働経済・

白書ほか 

平成 29年 ⑤      ⑤   ⑩ 

平成 28年   ⑤     ⑤  ⑩ 

平成 27年  ⑤ ⑤       ⑩ 

平成 26年   ⑤      ⑩ ⑮ 

平成 25年       ⑤  ⑩ ⑮ 

平成 24年  ⑤ ⑤      ⑤ ⑮ 

平成 23年  ⑤  ⑤  ②   ③ ⑮ 

平成 22年  ③ ⑤ ② ①    ⑨ ⑳ 

平成 21年  ⑤       ⑩ ⑮ 

平成 20年  ① ①  ① ②   ④ ⑨ 

合計 5 24 26 7 2 4 10 5 51 134 

  ２位 １位        

 

労働経済及び白書に関しては、ここ 3年ほどは、２問（１０肢）での出題です。 

労働力調査と就労条件総合調査の基本的な数字は、「出る出ない」ではなく、覚えていくだけです。 

 

下記に記載しているその他の調査に関しては、神経質になる必要はありません。 

それよりも優先順位としては、労働法規であり、基本的な数字になります。 

 



［その他］ 

平成 26年：「労働者健康状況調査…5問」「有期労働契約に関する実態調査…5問」 

平成 25年：「高齢社会白書…5問」「就業形態の多様化に関する実態調査…5問」 

平成 24年：「能力開発基本調査…5問］ 

平成 23年：「労使コミュニケーション調査…3問」 

平成 22年：「高齢社会白書…4問」「就業形態の多様化に関する実態調査…5問」 

平成 21年：「ワークバランス憲章…3問」「青少年白書…2問」「働く女性の実情…3問」 

     「雇用施策実施方針の策定に関する指針…1問」 

平成 20年：「パートタイム労働者総合実態調査…1問」「賃金構造基本統計調査…1問」 

     「労働者派遣事業の事業報告の集計決果…1問」 

     「青少年の雇用に関する指針…1問」 

 

 


